
10
月
２
日
に
秋
闘
一
次
要

求
の
回
答
に
対
す
る
団
交
を

行
い
ま
し
た
。

Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｕ
は
秋
闘
を
春
闘

と
並
ぶ
年
間
闘
争
の
二
本
柱

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

秋
闘
で
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
、

雇
用
、
職
場
の
将
来
展
望
を

か
ち
と
る
課
題
と
取
り
組
み

ま
す
。

不
透
明
な
臨
時
昇
給

組
合
は
従
来
か
ら
Ｔ
Ｃ
Ｒ

昇
給
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ

た
社
員
に
対
し
、
臨
時
昇
給

で
報
い
る
よ
う
要
求
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
回
会
社
は
臨

時
昇
給
を
10
月
１
日
付
で
実

施
し
ま
し
た
。

組
合

臨
時
昇
給
し
た
人
数

が
い
つ
も
よ
り
多
い
。
全
社

で
は
何
人
く
ら
い
か
。

会
社

各
部
門
の
判
断
で
行
っ

た
。

組

今
、
臨
時
昇
給
を
行
っ

た
理
由
は
？

会

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
、

こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ラ
イ
ン

が
賃
金
の
見
直
し
を
行
っ
た
。

組

12
月
の
Ｍ
Ｂ
Ａ
を
ま
た

ず
に
昇
給
を
行
っ
た
理
由
は
？

会

Ｍ
Ｂ
Ａ
で
な
く
、
今
年

の
貢
献
を
評
価
し
て
ラ
イ
ン

が
決
め
た
。

組

人
事
か
ら
の
ガ
イ
ド
や

原
資
の
ガ
イ
ド
は
し
た
か
。

会

ガ
イ
ド
は
あ
っ
た
。

組

今
、
昇
給
さ
せ
る
と
い

う
判
断
の
理
由
は
？

会

消
費
税
の
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
か
。
そ
れ
も
含
め

て
貢
献
を
評
価
し
た
。

組

客
観
的
な
基
準
が
あ
る

の
か
？

会

ガ
イ
ド
は
あ
る
が
、
総

合
的
な
判
断
だ
。

組

社
員
全
体
に
お
け
る
昇

給
者
の
割
合
は
？

会

処
理
中
で
あ
る
。
部
門

に
よ
っ
て
方
針
が
異
な
る
。

臨
時
な
の
で
随
時
行
っ
て
い

る
。
現
時
点
で
集
計
し
て
い

な
い
。

組

臨
時
昇
給
が
あ
っ
た
か

ら
、
Ｍ
Ｂ
Ａ
が
な
い
と
言
う

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
な
。

会

別
物
で
あ
る
。

組

今
年
、
Ｍ
Ｂ
Ａ
を
行
う

の
か
。

会

決
ま
っ
て
い
な
い
。
グ

ロ
ー
バ
ル
の
決
定
が
ま
だ
来

て
い
な
い
。

健
康
診
断
有
料
化

組

組
合
は
無
料
で
の
診
断

内
容
拡
充
を
要
求
し
て
い

る
。
オ
プ
シ
ョ
ン
有
料
化
は

こ
れ
に
矛
盾
す
る
。

会

健
保
組
合
の
財
政
が
厳

し
い
。

組

一
般
社
員
の
声
は
、
有

料
化
の
金
額
が
高
す
ぎ
る
と

の
声
が
多
い
。

会

検
討
す
る
。

過
重
労
働
改
善
へ

組

勤
務
時
間
把
握
の
た
め

の
シ
ス
テ
ム
化
を
す
べ
き
。

会

本
人
の
申
告
に
基
づ
い

て
ラ
イ
ン
が
承
認
す
る
仕
組

み
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
化
の

計
画
は
な
い
。

組

客
観
的
に
把
握
す
る
仕

組
み
を
求
め
て
い
る
。

会

Ｅ
ワ
ー
ク
や
自
宅
勤
務

の
人
が
い
る
の
で
難
し
い
。

組

厚
労
省
は
客
観
的
な
方

法
か
、
第
三
者
に
よ
る
確
認

な
ど
を
通
達
で
求
め
て
い
る
。

正
直
に
自
己
申
告
す
る
の
が

難
し
い
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
れ
ら
が
必
要
だ
。
２
０
０

３
年
に
会
社
は
労
基
署
か
ら

指
導
票
を
受
け
た
。
そ
の
中

で
シ
ス
テ
ム
構
築
を
指
導
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
何
度
も
指

導
票
を
出
さ
れ
て
い
る
。

会

検
討
は
進
め
て
い
く
。

組

具
体
的
な
方
針
を
示
す

よ
う
要
求
す
る
。
会
社
は
正

し
い
労
働
時
間
を
把
握
し
て

い
な
い
。
だ
か
ら
過
重
労
働

が
起
き
る
。
客
観
的
に
労
働

時
間
を
把
握
す
る
シ
ス
テ
ム

が
必
要
で
あ
る
。

会

検
討
す
る
。

就
業
規
則
の
会
社
宿
題

組

説
明
会
の
資
料
を
公
開

で
き
る
か
。

会

検
討
中
で
あ
る
。

組

休
職
に
関
す
る
投
資
額

と
ジ
ム
な
ど
の
予
防
措
置
の

投
資
額
の
比
較
を
開
示
し
て

ほ
し
い
。

会

必
要
な
説
明
は
行
っ
て

い
る
。

組

休
業
補
償
保
険
の
件
は

ど
う
な
っ
た
か
。

会

今
年
1
月
に
満
期
で
終

了
し
て
い
る
。

組

満
期
と
い
う
こ
と
は
誰

も
知
ら
な
い
。
我
々
は
約
款

も
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
な
い
。

会

背
景
は
確
認
す
る
。

組

傷
病
手
当
金
を
累
計
に

す
る
交
渉
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
。

会

交
渉
中
で
あ
る
。

組

欠
勤
時
の
承
認
プ
ロ
セ

ス
の
話
は
ど
う
か
。

会

作
成
中
で
あ
る
。

組

ド
ラ
フ
ト
を
事
前
に
示

し
て
ほ
し
い
。

会

持
ち
帰
る
。

組

多
数
回
に
わ
た
る
病
欠

で
休
職
に
な
る
場
合
の
プ
ロ

セ
ス
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

（
２
面
に
続
く
）

10
月
1
日
は

朝
か
ら
あ
い
に
く

の
雨
で
し
た
が
、

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
本
社

前
の
宣
伝
行
動
で

は
Ｊ
Ａ
Ｌ
原
告
団

長
か
ら
の
力
強
い

メ
ッ
セ
ー
ジ
で
全

員
が
勇
気
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。
午
後

一
時
か
ら
国
会
デ

モ
が
始
ま
っ
た
こ

ろ
は
雨
も
上
が
り
、

一
同
気
勢
上
げ
て

の
宣
伝
行
動
を
行

い
ま
し
た
。
参
議

院
前
で
シ
ュ
プ
レ

ヒ
コ
ー
ル
を
上
げ
、

そ
し
て
衆
議
院
前

で
も
シ
ュ
プ
レ
ヒ

コ
ー
ル
を
上
げ
、

労
働
法
制
の
改
悪

を
し
な
い
よ
う
訴

え
ま
し
た
。

午
後
二
時
か
ら

は
参
議
院
議
員
会

館
内
に
入
る
こ
と

が
で
き
、
千
人
ほ

ど
入
り
そ
う
な
ホ
ー

ル
が
満
杯
と
な
り

ま
し
た
。
議
題
は

安
倍
暴
走
政
治
に
関
す
る

「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
安
倍
雇
用
破
壊
、

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
憲
法
９
条
を
な
い

が
し
ろ
に
す
る
戦
争
を
す
る

国
へ
の
転
換
、
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
原

発
」
で
あ
り
、
中
で
も
「
サ
ー

ビ
ス
残
業
合
法
化
、
過
労
死

ふ
や
す
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
」

「
正
社
員
ゼ
ロ
、
生
涯
派
遣

の
ま
ま

派
遣
法
の
全
面
改

悪
」
「
カ
ネ
さ
え
払
え
ば
い

つ
で
も
ク
ビ
に
、
解
雇
規
制

の
緩
和
」
に
関
す
る
批
判
が

多
か
っ
た
様
に
思
い
ま
し
た
。

最
近
、
イ
オ
ン
な
ど
の
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
も
酒
の

販
売
価
格
が
下
が
っ
て
き
て

お
り
、
安
倍
雇
用
破
壊
に
よ

る
賃
金
減
で
庶
民
の
購
買
力

が
一
層
低
下
し
つ
つ
あ
る
反

映
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
Ｉ
Ｂ
Ｍ
支
部
は
、
橋
本

の
ぶ
よ
さ
ん
の
澄
ん
だ
歌
声

と
支
部
組
合
員
の
リ
コ
ー
ダ
ー

で
「
ブ
ラ
ッ
ク
No
．
１
」
を

三
番
ま
で
歌
い
ま
し
た
。
そ

の
と
き
の
歌
詞
を
掲
載
し
ま

し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
x
）

食
欲
の
秋
、
コ
メ

が
安
い
。
新
米
も
以

前
よ
り
ぐ
っ
と
安
い

値
段
で
購
入
で
き
、

食
べ
盛
り
を
抱
え
る

家
族
に
は
優
し
く
思
え
る
▼

政
府
が
需
給
調
整
を
放
棄
し

た
結
果
と
し
て
の
生
産
者
米

価
暴
落
だ
が
、
先
週
ま
で
高

い
と
感
じ
て
い
た
キ
ャ
ベ
ツ

も
安
く
な
る
な
ど
、
米
だ
け

で
は
な
く
実
り
の
秋
を
迎
え

る
は
ず
の
農
民
の
怒
り
は
相

当
の
も
の
と
聞
く
▼
来
年
予

定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
10
％

へ
の
雰
囲
気
作
り
自
体
は
着
々

と
進
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な

報
道
も
あ
る
中
、
消
費
税
率

が
８
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
た

去
年
以
上
に
零
細
な
商
人
や

中
小
企
業
の
多
く
で
悲
鳴
や

怒
り
が
渦
巻
い
て
い
る
の
は

想
像
に
難
く
な
い
▼
も
し
選

挙
が
あ
れ
ば
ま
ず
い
と
票
田

の
半
分
を
狙
っ
て
の
「
女
性

が
輝
く
社
会
の
実
現
」
と
の

甘
言
か
な
、
と
勘
繰
り
つ
つ
、

何
か
国
民
の
憤
り
を
も
っ
と

訴
え
る
場
所
は
な
い
も
の
か

と
思
う
初
秋
で
す
。
（
８
Ｃ
）
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組合へ
皆さんの声を
お寄せ下さい！

全 日 本 金 属 情 報 機 器
労 働 組 合 ( J M I U )
日 本 ア イ ビ ー エム 支 部

東京都港区赤坂2丁目20の6
川瀬ビ ル5F 〒107-0052
TE L : 0 3 - 3 5 8 3 - 9 0 3 7
F A X : 0 3 - 5 5 6 2 - 0 8 5 3

定価 月 500円

ＳＴＯＰ！安倍雇用破壊 -参院へ直訴-

思いを込めて「ブラックＮｏ．１」を熱唱

ＪＭＩＵ中央行動 第２３３回金属反合共同行動参加報告

就
業
規
則
協
議
、ま
と
も
な
回
答
無
し

労
働
組
合
は
変
更
に
反
対

団交報告

◇橋本のぶよさんからIBM解雇裁判のたたかいの歌「ブラッ
クＮｏ．１」が発表されましたので紹介します。

§橋本のぶよさんのプロフィール§
・シンガー・ソングライター 和歌山県出身

ブラックＮｏ．１
詞；IBM争議団
曲；橋本のぶよ

① I（アイ） いつの間にか

B（ビー） ブラックになった

M（エム） モンスター企業は ボロも う けしてる

どう して そんなに変わってしまったの

紙切れ一枚で ロックアウトされた

② I（アイ） いつの間にか

B（ビー） ブラックになった

M（エム） モンスター企業は いじめが大好き

負けずに笑顔で 働き続けたい

職場は誰のもの この手に取り戻そう

③ I（アイ） インターナショ ナル

B（ビー） ブルーでさわやか

M（エム） みんなのあこがれ 人気 №1

そんな時代も あったはずなのに

今では ブラック№1になった

④ I（アイ） いつの間にか

B（ビー） ブラックになった

M（エム） モンスター企業は 裸の王様

リストラ首切り 差別を許さない

厚労省へ要請

ブラック企業指導監督強化を

ＪＭＩＵは10月1日、残業代ゼロの労働時間規制緩

和や解雇自由化をもたらす「金銭解決」などは導入す

べきではない、労働行政の果たす役割は重要である、

として厚生労働省に要請行動を行いました。

厚労省からは、５人の担当官が出席し、ブラック企業

への指導・監督を強化すること、長時間労働の規制強

化に踏み出すこと、派遣労働者、有期労働者の雇用

の安定と処遇・労働条件を改善させること、労働者の

雇用と安定をはかることを要請し、質疑を行いました。

ＪＭＩＵ日本ＩＢＭ支部は、ＩＢＭの労働者の「成績不

良」等を口実にした乱暴な解雇の実態や成果主義は

過重労働に繋がることを説明しました。また新たな就

業規則変更により、使用者の権限が強化されることを

説明しました。



低
評
価
を
理

由
と
し
た
退
職

勧
奨
に
関
し
て
、

東
京
労
働
局
長

（
局
長
：
西
岸

正
人
氏
）
が
、

会
社
に
助
言
・

指
導
を
行
っ
て

い
た
こ
と
が
判

明
し
ま
し
た
。

退
職
勧
奨
の
今

後
の
可
能
性
を

否
定
せ
ず

今
年
に
入
っ

て
か
ら
も
、
退

職
勧
奨
が
一
部
の
社
員
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
、
社
員
が
東
京
労
働
局
長

に
助
言
・
指
導
を
申
し
出
ま

し
た
。

東
京
労
働
局
は
、
こ
の
申

し
出
を
受
け
、
労
働
局
に
出

頭
し
た
会
社
側
の
労
務
責
任

者
２
名
に
対
し
「
退
職
の
強

要
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
２
０
１
４
年
９
月
17
日
に

助
言
・
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

労
働
局
か
ら
の
「
今
後
、

同
様
の
こ
と
が
あ
る
の
か
」

と
の
質
問
に
、
会
社
側
は

「
度
合
い
に
よ
っ
て
は
、
可

能
性
は
あ
る
が
、
必
ず
あ
る

と
は
言
え
な
い
」
と
今
後
の

可
能
性
を
否
定
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
労
働
局
は
、
「
何
回

も
退
職
を
勧
奨
す
る
こ
と
は
、

違
法
行
為
を
形
成
す
る
。
」

と
釘
を
差
し
ま
し
た
。

組
合
に
相
談
を

低
評
価
に
な
っ
た
こ
と
を

理
由
に
退
職
勧
奨
・
退
職
強

要
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
透
明
性
、
公
平
性
、

客
観
性
、
納
得
性
な
い
成
果

主
義
シ
ス
テ
ム
の
中
で
意
図

的
に
評
価
さ
れ
、
真
面
目
に

業
務
に
取
り
組
ん
で
い
る
従

業
員
に
対
し
退
職
を
迫
っ
た

り
、
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
の

理
由
と
す
る
こ
と
は
会
社
の

発
展
に
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

会
社
の
横
暴
を
許
さ
な
い
た

め
に
も
、
所
属
長
の
対
応
が

「
少
し
お
か
し
い
な
」
と
感

じ
た
時
は
組
合
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

私
は
7
月
分
の
給
与
明
細

を
み
て
、
会
社
が
社
会
保
険

料
の
計
算
ミ
ス
を
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
こ

の
際
の
給
与
・
社
会
保
険
担

当
お
よ
び
Ｂ
ｕ
ｚ
ｚ
Ｈ
Ｒ
の

対
応
が
極
め
て
ず
さ
ん
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
事

実
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
ま
し

た
の
で
、
筆
を
と
り
ま
し
た
。

◇
保
険
料
が
大
幅
に
増
加

今
年
２
月
、
私
は
多
忙
の

た
め
勤
怠
デ
ー
タ
の
提
出
が

遅
れ
、
本
来
、
３
月
給
与
で

支
払
わ
れ
る
べ
き
2
月
分
の

残
業
代
が
４
月
給
与
で
支
払

わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
7
月

分
給
与
明
細
を
み
て
絶
句
し

ま
し
た
。
い
き
な
り
社
会
保

険
料
が
大
幅
に
上
が
っ
て
い

た
の
で
す
。

調
べ
た
と
こ
ろ
、
2
月
分

の
残
業
代
は
除
外
し
て
計
算

す
る
べ
き
な
の
に
こ
れ
を
加

算
し
て
社
会
保
険
料
を
算
出

し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

◇
計
算
ミ
ス
に
も
か
か
わ

ら
ず
今
後
の
対
策
は
不
明

そ
こ
で
Ｂ
ｕ
ｚ
ｚ
Ｈ
Ｒ
に

質
問
し
ま
し
た
が
、
な
か
な

か
回
答
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
こ
で
給
与
担
当
者
に

直
接
メ
ー
ル
し
た
と
こ
ろ
、

会
社
も
計
算
ミ
ス
を
認
め
、

社
会
保
険
料
の
計
算
結
果
を

訂
正
し
ま
し
た
が
、
謝
罪
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
計
算

ミ
ス
を
し
た
理
由
と
、
今
後

の
対
策
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

理
由
に
は
触
れ
ず
、
「
関
連

部
門
と
協
議
し
て
、
今
後
の

対
応
を
検
討
し
ま
す
」
だ
け

で
し
た
。
検
討
す
る
だ
け
な

ら
誰
で
も
で
き
ま
す
。
こ
れ

は
対
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
勤
怠
デ
ー
タ
の
提
出

が
遅
れ
た
の
が
理
由
（
だ
か

ら
お
前
が
悪
い
）
と
言
わ
れ

ま
し
た
。
確
か
に
勤
怠
デ
ー

タ
の
提
出
は
遅
れ
ま
し
た
が
、

高
額
な
社
会
保
険
料
を
支
払

う
必
要
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
自
分
で
確
認
を

こ
れ
は
私
だ
け
の
問
題
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
に
で
も

起
こ
り
え
ま
す
。
そ
こ
で
私

は
「
社
会
保
険
料
の
計
算
に

間
違
い
が
あ
っ
た
事
実
を
、

社
員
に
公
表
し
て
注
意
を
喚

起
す
る
べ
き
」
と
訴
え
ま
し

た
が
、
こ
れ
も
「
そ
の
気
は

な
い
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

完
全
に
こ
の
計
算
ミ
ス
を
隠

蔽
す
る
つ
も
り
で
す
。

社
員
の
皆
さ
ん
、
社
会
保

険
料
の
計
算
方
法
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
そ
の
他
で
容
易
に
入

手
で
き
ま
す
の
で
、
疑
問
の

あ
る
方
は
確
認
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。
間
違
い
が
あ
っ
た

場
合
、
２
年
に
遡
っ
て
、
会

社
に
請
求
で
き
ま
す
。
不
明

な
点
が
あ
れ
ば
、
Ｂ
ｕ
ｚ
ｚ

Ｈ
Ｒ
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

給
与
計
算
シ
ス
テ
ム
や
担

当
者
は
信
用
で
き
ま
せ
ん
。

自
分
の
給
与
は
自
分
で
守
り

ま
し
ょ
う
。
（
Ｆ)

。

(

１
面
か
ら
続
き)

会

検
討
中
で
あ
る
。

組

短
期
私
傷
病
休
職
を
命

じ
る
場
合
の
プ
ロ
セ
ス
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

会

検
討
中
で
あ
る
。

組

復
職
を
判
断
す
る
プ
ロ

セ
ス
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

会

検
討
中
で
あ
る
。

組

復
職
後
に
欠
勤
し
た
場

合
に
退
職
と
な
る
判
断
プ
ロ

セ
ス
に
つ
い
て
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
。

会

検
討
中
で
あ
る
。

確
定
拠
出
年
金
制
度
変
更

組

３
年
以
内
に
辞
め
た
場

合
、
確
定
拠
出
年
金
を
返
金

さ
せ
る
根
拠
は
何
か
？

会

現
在
、
在
籍
し
て
い
る

社
員
に
は
関
係
な
い
。

組

Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
確
定
拠
出
年

金
を
運
用
し
て
い
る
の
は
ど

こ
か
。

会

把
握
し
て
い
な
い
。
質

問
の
意
図
が
わ
か
ら
な
い
。

・
・
・
・
・
・
・

以
上
の
よ
う
な
大
変
に
不

誠
実
な
会
社
の
態
度
を
受
け
、

組
合
は
今
回
の
就
業
規
則
変

更
に
つ
い
て
は
反
対
で
す
。

(3)２０１４年１０月２０日 か い な 第２２５２号 ２０１４年１０月２０日 か い な 第２２５２号 (2)

手段を選ばない利益追求に疑問
９月１６日、第四次ロックアウト解雇裁判の公判が東京地裁６１１号法廷で開かれ、

原告の意見陳述が行われました。以下に、原告の意見陳述書を掲載します。

「退職勧奨は不当」
労働局長が会社を助言・指導

社
会
保
険
料
で
計
算
ミ
ス

投
稿

間
違
い
が
あ
れ
ば
２
年
遡
及
可
能

意 見 陳 述

平成２６年９月１６日

東京地方裁判所民事第１１部 御中

１ 担当してきた業務と人事評価
私は、１９８５年４月、新卒採用で日本ＩＢＭ（以

下「被告」といいます）に入社致しました。契約管

理、営業業務、製品需給管理、カスタマーサティス

ファクション（顧客満足）委員会委員、ＳＯ業務(ス

トラテジックアウトソーシング。お客様から業務を

請け負うサービス）等に従事し、入社以来業務畑で

勤務してきました。

ＳＯ業務では、ＳＯビジネス関連部門からの質問回

答業務、ＪＦＥ（ＪＦＥホールディングス）関連プ

ロジェクトからの依頼によるお客様への請求書発行

１２枚／月、質問回答など）、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ

ｎｔ (部門で管理している指標を計上し、報告と改

善を行う業務)、ＳＯ Ｄｅｍａｎｄ（製品需給状況

予測）、クローズ支援（終了したプロジェクトの課

金コード閉鎖管理）担当 等をいたしました。ＳＯ

業務では人員が大幅に減らされたため、解雇前には

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ、ＳＯ Ｄｅｍａｎｄを１

人で担当するようになりました。私のＰＢＣ評価は、

２００３年から２００７年までは２プラスを含む２

以上の評価、２００８年以降は２と３の評価を交互

に繰り返し、３が連続したのは２０１２年と２０１

３年のみでした。それまで、小さな受賞はありまし

たが、懲罰はありません。

２ 不当で過酷な賃金減額
被告は、毎年１０００億円近くの利益を上げる超優

良企業であり、賃金減額の必要性などないにもかか

わらず、２００９年５月１９日の発表により、２０

０９年からボーナスの減額を始めました。２０１２

年５月１５日に外国人社長が就任し、その後２０１

３年５月１５日の発表により、日本では過去に裁判

例がないような過酷なやり方で本給の減額を開始し

ました。そのあおりを受け、私は自家用車を維持す

ることが困難になり、やむなく手放すことになりま

した。

被告には、他社にはないビジネスコンダクトガイド

ライン、即ち「全ての場面で法律を守ります」とい

う独特なポリシーがあり、私は入社以来それを信じ

ておりました。ところが、これが覆されてしまい、

私は大きな衝撃を受けました。本給までも含む賃金

減額に納得できず、私は９人の仲間とともに２０１

３年９月２６日、賃金減額の撤回を求める訴訟を起

こしました。

３ その後の退職強要、今回のロックアウト解雇
それ以降、私は執拗な退職強要を受け、これに応じ

なかったところ、２０１４年３月１０日に解雇及び

出社禁止を一方的に通告され、同月２８日に解雇さ

れました。解雇の前の面談では、所属長から「外国

人副社長から人員削減の要請があり、ＳＯ業務が６

月３０日を期限に日本本州での役目を終えるので、

退職をしてもらいたい」と言われました。この説明

から、私に対する解雇は明らかな整理解雇です。

４ 今回の解雇の生活への影響
私には８歳の娘がおり、私に特になついており、小

学校３年生になっても「パパ大好き」と言ってくれ

ます。しかし、賃金の大幅減額を受けて生活費を切

り詰めざるを得なくなったため、「パパ。去年はマ

ザー牧場や千葉の海や、富士急ハイランドや ぐり

んぱ（富士急行が富士山南麓に展開する「フジヤマ

リゾート」の４つの施設の１つ）に連れて行ってく

れたのに、何で今年は連れて行ってくれないの？」

と言われてしまいました。「ごめんね。今お金がな

いんだよ。そのうち何とかするから我慢してね。」

と言って娘をなだめておりますが、本当に切ない思

いをしています。娘は、学習塾でも賞をいただける

ような子です。私は、大きな可能性を秘めたこの一

人娘の将来がこれからどうなってしまうのか、非常

に不安です。また、私には、要介護認定を受けてい

る父母がおります。来年介護保険法が改正になり、

金銭的な負担が増えるのではないかと大変危惧して

おります。

５ 最後に－私の想い
被告には、２０１５年ロードマップというものがあ

り、１株利益を現在の倍近い２０ドルにするとの目

標が掲げられています。これ自体は、利益を追求す

る企業として宿命かもしれません。しかし、そのた

めに、「コンプライアンスを守る会社である」と胸

を張っている被告が、この国の法を無視し、国の礎

である子供や国を支えてきてくれた高齢者の生活ま

で犠牲にすることが、果たして許されるのでしょう

か？

私は、この「利益追求のためには手段を選ばない」

という考え方に、大いなる疑問を持っております。

このような不条理な考え方が社会に蔓延しないよう、

今こそＳＴＯＰをかけなければなりません。そのよ

うな想いで、私はこの裁判を起こしました。裁判所

におかれましては、何卒公正な判決を下されるよう

お願い致します。

以上


